
次の２つがあれば申請できます。

➊　本年秋肥（令和４年６月～10月に注文）、来年春肥（令和４年11月～令和５年２月に注文）の購

入価格がわかるもの（注文票など（写しで可））

　　 ・本年秋肥と来年春肥は、それぞれをまとめて、別々に申請してください。

　　　・注文票のほか、領収書または請求書が必要です。
　　　・注文によらず購入した（ホームセンターでの購入等）肥料の根拠資料（レシート等）を提出する際は、
　　　　該当する肥料の一覧を作成し、提出してください。

❷　化学肥料低減に向けた取組に２つ以上取り組むこと

　　（次のページのチェックシートで申告していただきます。）

 支援の対象となる肥料

 支援の内容

申請に必要なもの

次ページ以降を参照

＝　支援金

肥料価格高騰対策のごあんない
～肥料価格高騰に直面する農家の皆様を支援します～

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、

化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の

肥料費を支援します。

当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率
　　　　　 　　　　　　         　―　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　当年の肥料費

0.9

※今後変更の可能性があります

注）この内容は令和4年10月28日時点のものです。今後内容変更の可能性があります。

国は、化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料

費について、その７割を支援金として交付します。

鳥取県農業再生協議会・琴浦町農業再生協議会

× ０．７

令和４年６月から令和５年２月（※）に購入した肥料（本年の秋肥
と来年の春肥として使用する肥料）が対象です。

※　さらに鳥取県と琴浦町からも独自支援策としてそれぞれ１割の上乗せ支援
　　があります。（琴浦町以外の市町村については、それぞれの市町村にお問合せください。）

R4秋肥分：1.4

※R5春肥分の価格上昇率については、今後改めて決定されます。



農業者の皆様に記入いただくもの（表面）

○      ○

○      ◎

令和４年度又は令和５年度の取組」欄のうち、

取り組めるものに〇を記入してください。

• ２つ以上に〇が付けばOKです。

• 既に取り組んでいるものもカウントできます。
　（その場合、１つ以上は、新しい取組または従来の取組の強化・拡大

　（「◎」で記入）を含むようにしてください。）

　本提出様式に、以下の書類（写しで可）を添付して提出してください。

• 肥料を発注したことを証明する書類（注文票など）

• 肥料費を支払った（支払い義務が生じている）ことを証明する書類　（領収書、請求書など）

注文票
注文票



農業者の皆様に記入いただくもの（裏面）

 Ｑ＆Ａ

問　い 答　え

➊化学肥料の使用量を
実際に２割減らすこと
が支援の要件ですか。

・　化学肥料の２割低減に向けて、取組メニューのうち
２つ以上行っていただければ支援対象となります。

・　選択された取組について、適切にフォローしていきま
す。

❷　既に化学肥料の低
減に取り組んでいる
ため、更に低減するこ
とは難しい。

・　既に取り組んでいるものもカウントします。
あ

・　その際は、既に行っている取組の拡大や改善で良い
ので、新たな取り組みを１つ以上行ってください。

❸　低減に向けた取組
をしたいが、準備が必
要なのですぐには行
えない。

・　本年に取り組めない場合は、来年に取り組んでいた
だければ結構です。

あ

・　国内資源の利用など体制整備に時間を要する取組は、
期間内に取り組んでいただければ結構です。

注文によらず購入した肥料（ホームセンターでの購入等）の根

拠資料（レシート等）を提出する際は、こちらの一覧表に記

入し、提出してください。



 申請方法

　今後のスケジュールは、概ね以下のとおりです。

令和４年１１月頃～

令和４年１２月頃～

令和５年２月頃～

令和５年３月頃～

参加農業者からの申請（秋肥分）

参加農業者への支援金の交付（秋肥分）

参加農業者からの申請（春肥分）

参加農業者への支援金の交付（春肥分）

お問合せ先

スケジュール

❹いつ頃までに申請すれ
ば良いですか。
また、いつ頃支援を受
けられますか。

・　基本的に秋肥、春肥ごとにそれぞれまとめて申請してくだ
さい。

・　秋肥について、早めに申請いただければ、できるだけ年内
に支払えるようにします。

❺領収書の提出が間に
合わない場合はどうす
れば良いですか。

・　領収書が間に合わない場合は、請求書を提出いただけれ
ば、支援金をお支払いすることができます。

・　肥料を購入した農協や販売店に御相談ください。

❻肥料低減の取組の確
認はどのように行われ
るのでしょうか。

・　参加農業者には、令和６年末に、２年間の化学肥料低減
の取組結果として実施報告書を提出していただきます。

　　（品目や施肥の時期により令和５年末に中間報告書の提出をお願い　

　　　することがあります。）県協議会は、これらの報告が正しく行
われているか必要に応じて現地確認の調査を行います。

・　支援を受けた農業者は、取組内容がわかる書類等（土壌
診断の診断結果、施肥設計書、購入肥料の伝票、作業時
の写真等）を５年間保管しておいて下さい。

● 事業実施主体（事業全般に関すること）

　鳥取県農業再生協議会事務局（鳥取県農林水産部農業振興監生産振興課）

　TEL：0857-26-7417、7649

　ホームページURL：https://www.pref.tottori.lg.jp/307380.htm

● 取組実施者（申請窓口）

　　【琴浦町にお住まいの方】
　　　　琴浦町農業再生協議会 （分庁舎２階農林水産課内）　　TEL：0858-55-0270
ああ

　　【琴浦町以外の市町村にお住まいの方】
　　　　お住まいの市町村の地域農業再生協議会事務局へお問合わせください。

鳥取県　肥料価格高騰対策

　参加農業者ごとに「申請に必要なもの」を準備し、お問合せ先欄中
の取組実施者（申請窓口）の地域農業再生協議会へ申請してください。　

琴浦町　肥料価格高騰対策

琴浦町にお住まいの方はこちらで検索！


